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日
目
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十
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横

山

弘
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二
、
欠 

席 

議 

員 
 
 
 
 
 
 
 
 

な 

し 

  



 

三
、
地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
説
明
の
た
め
、
こ
の
会
議
に
出
席
し
た
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 
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教
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員
会
事
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局
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熊
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一
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四
、
本
会
議
の
事
務
局
職
員
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議

会

事

務

局
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松
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一
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五
、
議 
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日 
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別
紙
の
と
お
り
で
あ
る
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議 
 

 

事 
 

 

日 
 

 

程 

  

小
値
賀
町
議
会
第
二
回
定
例
会 

 

平
成
十
九
年
六
月
二
十
一
日
（
木
曜
日
） 

 

午
前
九
時
三
十
分 
 

開 

議 

  

第 

一 
 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
（ 

浦 

英
明
議
員 

・ 

岩
坪
義
光
議
員 

） 

第 

二 
 

議
案
第
三
〇
号 

小
値
賀
町
家
畜
診
療
費
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 

第 

三 
 

議
案
第
三
一
号 
小
値
賀
町
獣
医
師
住
宅
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 

第 

四 
 

議
案
第
三
三
号 
小
値
賀
町
水
産
物
荷
捌
用
浮
桟
橋
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 

第 

五 
 

議
案
第
三
四
号 

小
値
賀
町
ア
ワ
ビ
種
苗
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 

第 

六 
 

議
案
第
三
五
号 

小
値
賀
町
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る
条
例
案 

第 

七 
 

議
案
第
三
九
号 

副
町
長
選
任
の
同
意
に
つ
い
て 

第 

八 
 

発
議
第
一
〇
号 

総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て 

第 

九 
 

発
議
第
一
一
号 

産
業
建
設
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て 

第 

十 
 

発
議
第
一
二
号 

議
会
運
営
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て 

第
十
一 

 

広
報
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て 

第
十
二 

 

議
員
派
遣
の
件
に
つ
い
て 
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午
前
九
時
三
十
分
開
議 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
は
、
十
名
で
す
。 

 

定
足
数
に
達
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

本
日
の
議
事
日
程
は
お
手
元
に
配
布
し
た
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

 

日
程
第
一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
い
ま
す
。 

 

本
日
の
会
議
録
署
名
議
員
は
、
会
議
規
則
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
五
番
・
浦 

英
明
議
員
、
六
番
・
岩
坪
義
光
議
員
を
指
名
し
ま 

す
。 

 

日
程
第
二
、
議
案
第
三
〇
号
、
小
値
賀
町
家
畜
診
療
費
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産
業
振
興
課
長 

産
業
振
興
課
長
（
松
本
充
司
） 

議
案
第
三
〇
号
、
小
値
賀
町
家
畜
診
療
費
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
の
提
案
理
由
、
並
び
に
改
正

内
容
の
説
明
を
い
た
し
ま
す
。 

改
正
し
よ
う
と
す
る
、
小
値
賀
町
家
畜
診
療
費
徴
収
条
例
は
（
昭
和
五
十
年
条
例
第
二
十
三
号
）
、
家
畜
診
療
所
を
開
設
し
た
昭
和
五
十
年
に

制
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

こ
の
度
の
改
正
は
、
地
方
自
治
法
第
百
七
十
二
条
第
一
項
の
改
正
に
伴
う
も
の
で
、
「
事
務
吏
員
」
及
び
「
技
術
吏
員
」
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と

に
よ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
第
一
条
の
改
正
は
、
家
畜
診
療
を
行
う
「
畜
産
技
術
吏
員
」
を
「
獣
医
師
」
に
改
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

附
則
と
し
て
、
こ
の
改
正
条
例
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
と
し
て
お
り
ま
す
。 

以
上
で
提
案
理
由
・
内
容
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
承
認
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 
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質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
三
〇
号
、
小
値
賀
町
家
畜
診
療
費
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
三
〇
号
、
小
値
賀
町
家
畜
診
療
費
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

日
程
第
三
、
議
案
第
三
一
号
、
小
値
賀
町
獣
医
師
住
宅
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総

務

課

長 

総
務
課
長
（
谷 

良
一
） 

議
案
第
三
一
号
、
小
値
賀
町
獣
医
師
住
宅
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

今
回
の
条
例
の
一
部
を
改
正
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
獣
医
師
住
宅
の
番
地
が
国
土
調
査
に
よ
り
変
更
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
本
案
を
ご

提
案
申
し
上
げ
ま
し
た
。 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
承
認
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 
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こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
三
一
号
、
小
値
賀
町
獣
医
師
住
宅
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
三
一
号
、
小
値
賀
町
獣
医
師
住
宅
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

日
程
第
四
、
議
案
第
三
三
号
、
小
値
賀
町
水
産
物
荷
捌
用
浮
桟
橋
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産
業
振
興
課
専
門
幹 

産
業
振
興
課
専
門
幹
（
吉
元
勝
信
） 

議
案
第
三
三
号
、
小
値
賀
町
水
産
物
荷
捌
用
浮
桟
橋
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
案
の
提
案
理
由
、
並
び
に
改
正
内
容
の
説
明
を
い
た
し
ま
す
。 

改
正
し
よ
う
と
す
る
条
例(

昭
和
六
十
一
年
条
例
第
一
号)

は
、
桟
橋
が
漁
協
前
に
設
置
さ
れ
た
昭
和
六
十
一
年
に
制
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

こ
の
度
の
改
正
は
、
桟
橋
の
設
置
場
所
が
移
転
し
た
こ
と
と
、
昨
年
、
小
値
賀
町
漁
業
協
同
組
合
と
宇
久
漁
業
協
同
組
合
が
合
併
し
て
、
宇
久
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小
値
賀
漁
業
協
同
組
合
と
な
り
、
管
理
者
の
名
称
が
変
更
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。 

そ
れ
で
は
、
改
正
条
文
の
内
容
を
説
明
い
た
し
ま
す
。 

第
二
条
の
改
正
は
、
漁
協
前
の
笛
吹
郷
二
七
八
九
番
地
の
四
地
先
か
ら
小
値
賀
鉄
工
所
の
前
の
笛
吹
郷
一
三
八
九
番
地
一
一
地
先
と
黒
島
漁
港

の
黒
島
郷
八
三
番
地
一
四
地
先
に
改
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

第
三
条
の
改
正
は
、
小
値
賀
町
漁
業
協
同
組
合
を
宇
久
小
値
賀
漁
業
協
同
組
合
に
改
め
る
も
の
で
す
。 

附
則
と
し
て
、
こ
の
改
正
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。 

以
上
で
、
提
案
理
由
・
内
容
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
ほ
ど
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
三
三
号
、
小
値
賀
町
水
産
物
荷
捌
用
浮
桟
橋
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
を
採
決
し
ま

す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 
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（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
し
た
が
っ
て
、
議
案
第
三
三
号
、
小
値
賀
町
水
産
物
荷
捌
用
浮
桟
橋
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
は
、
原
案

の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

日
程
第
五
、
議
案
第
三
四
号
、
小
値
賀
町
ア
ワ
ビ
種
苗
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産
業
振
興
課
専
門
幹 

産
業
振
興
課
専
門
幹
（
吉
元
勝
信
） 

議
案
第
三
四
号
、
小
値
賀
町
ア
ワ
ビ
種
苗
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
案
の
提
案
理
由
、
並
び
に
改
正
内
容
の
説
明
を
い
た
し
ま
す
。 

改
正
し
よ
う
と
す
る
条
例(
平
成
六
年
条
例
第
四
号)

は
、
同
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
た
平
成
六
年
に
制
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

こ
の
度
の
改
正
は
、
斑
漁
港
の
竣
工
認
可
が
完
了
し
、
地
番
登
記
が
済
ん
で
い
る
た
め
の
変
更
で
あ
り
ま
す
。 

そ
れ
で
は
、
改
正
条
文
の
内
容
を
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

第
二
条
の
改
正
は
、
設
置
場
所
を
、
斑
島
郷
字
宮
崎
地
先
か
ら
斑
島
郷
九
三
四
番
地
三
八
に
改
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

附
則
と
し
て
、
こ
の
改
正
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。 

以
上
で
提
案
理
由
・
内
容
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
承
認
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 
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討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
三
四
号
、
小
値
賀
町
ア
ワ
ビ
種
苗
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
を
採
決
し
ま

す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
三
四
号
、
小
値
賀
町
ア
ワ
ビ
種
苗
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
は
、
原
案

の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

日
程
第
六
、
議
案
第
三
五
号
、
小
値
賀
町
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る
条
例
案
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町

長 

町
長
（
山
田
憲
道
） 

議
案
第
三
五
号
、
小
値
賀
町
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る
条
例
案
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

平
成
十
九
年
三
月
二
十
八
日
、
当
町
の
職
員
が
診
療
所
内
で
診
療
拒
否
を
し
、
平
成
十
九
年
三
月
二
十
八
日
・
二
十
九
日
の
二
日
間
の
職
務
の

休
止
行
為
は
、
公
務
員
と
し
て
信
用
失
墜
で
あ
り
、
そ
の
行
為
は
厳
し
く
問
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
私
と
し
て
は
ま
こ
と
に
遺
憾
で
あ
り
ま
す
。 

 

そ
の
職
員
に
つ
き
ま
し
て
は
、
三
月
間
給
料
月
額
の
一
割
減
給
す
る
懲
戒
処
分
を
行
い
ま
し
た
。 

結
局
、
そ
の
職
員
は
退
職
届
を
提
出
し
退
職
し
ま
し
た
が
、
町
長
で
あ
る
私
の
監
督
者
と
し
て
の
責
任
が
あ
り
ま
す
の
で
、
私
の
給
料
も
減
額

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

何
と
ぞ
、
ご
審
議
の
上
、
ご
決
定
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 
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質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

立

石

議

員 

八
番
（
立
石
隆
教
） 
私
は
、
本
案
に
賛
成
の
立
場
で
討
論
を
い
た
し
ま
す
。 

 

以
前
、
交
通
法
規
違
反
の
問
題
で
こ
の
よ
う
な
議
案
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

当
山
田
町
長
の
と
き
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き
に
は
、
本
議
会
に
お
き
ま
し
て
は
『
否
決
』
を
い
た
し
ま
し
た
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
と
き
は
、
該
当
者
が
『
正
職
員
』
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

し
か
し
今
回
は
、
ま
さ
に
本
小
値
賀
町
の
正
式
な
職
員
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
監
督
責
任
と
い
う
の
は
、
私
は

重
大
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
。 

 

し
た
が
い
ま
し
て
、
本
案
に
賛
成
し
、
町
長
と
し
て
の
責
任
、
そ
れ
か
ら
反
省
を
促
し
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。 

 

今
後
、
益
々
、
そ
う
い
う
こ
と
に
お
き
ま
し
て
は
、
職
員
の
綱
紀
粛
正
に
は
是
非
こ
こ
ろ
を
砕
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。 

 

以
上
で
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

ほ
か
に
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
三
五
号
、
小
値
賀
町
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る
条
例
案
を
採
決
し
ま
す
。 

 

こ
の
表
決
は
、
起
立
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。 

 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
は
、
起
立
願
い
ま
す
。 

（
賛
成
者
起
立
） 
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議
長
（
横
山
弘
藏
） 

起
立
全
員
で
す
。 

 
し
た
が
っ
て
、
議
案
第
三
五
号
、
小
値
賀
町
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る
条
例
案
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

日
程
第
七
、
議
案
第
三
九
号
、
副
町
長
選
任
の
同
意
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

副
町
長
の
退
場
を
求
め
ま
す
。 

（
副
町
長
退
場
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 
局
長
に
議
案
を
朗
読
さ
せ
ま
す
。 

（
事
務
局
長
朗
読
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町

長 

町
長
（
山
田
憲
道
） 

議
案
第
三
九
号
、
副
町
長
選
任
の
同
意
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

三
浦
氏
に
は
、
平
成
十
五
年
か
ら
四
年
間
、
助
役
・
副
町
長
と
し
て
熱
心
に
頑
張
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
皆
さ
ん
ご
承
知
の
と
お 

り
、
人
柄
も
良
く
大
変
ま
じ
め
で
、
適
任
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

再
任
を
お
願
い
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ご
同
意
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

な
お
、
任
期
は
平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
八
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
人
事
に
関
す
る
案
件
で
あ
り
ま
す
の
で
、
討
論
を
省
略
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
ご
異

議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 
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議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
し
た
が
っ
て
、
討
論
を
省
略
し
ま
す
。 

 
こ
れ
か
ら
、
議
案
第
三
九
号
、
副
町
長
選
任
の
同
意
に
つ
い
て
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

副
町
長
選
任
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
三
九
号
、
副
町
長
選
任
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

（
副
町
長
入
場
） 

― 

休 

憩 
 
 

午 

前 
 

九 

時 

四
十
九
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

前 
 

九 

時 
 

五
十
分 

― 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

再
開
し
ま
す
。 

 

日
程
第
八
、
発
議
第
一
〇
号
、
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
会
議
規
則
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
お
手
元
に
配
り
ま
し
た
委
員
会
の
特
定
事
件
調
査
事

項
に
つ
い
て
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
の
申
し
出
が
あ
り
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 
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日
程
第
九
、
発
議
第
一
一
号
、
産
業
建
設
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 
産
業
建
設
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
会
議
規
則
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
お
手
元
に
配
り
ま
し
た
委
員
会
の
特
定
事
件
調
査
事
項
に

つ
い
て
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
の
申
し
出
が
あ
り
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

産
業
建
設
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
産
業
建
設
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

日
程
第
十
、
発
議
第
一
二
号
、
議
会
運
営
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
会
議
規
則
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
お
手
元
に
配
り
ま
し
た
委
員
会
の
特
定
事
件
調
査
事
項
に
つ
い

て
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
の
申
し
出
が
あ
り
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

日
程
第
十
一
、
広
報
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

先
に
、
設
置
さ
れ
ま
し
た
広
報
常
任
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
会
議
規
則
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
閉
会
中
に
継
続
調
査
・
審
査
の
必
要

が
生
じ
ま
す
の
で
、
こ
の
際
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
に
つ
い
て
、
お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

先
に
、
設
置
さ
れ
ま
し
た
広
報
常
任
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
、
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 
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議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
し
た
が
っ
て
、
先
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
広
報
常
任
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

日
程
第
十
二
、
議
員
派
遣
の
件
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

お
手
元
に
配
布
の
と
お
り
、
六
月
定
例
会
以
降
の
長
崎
県
町
村
議
会
議
長
会
が
主
催
す
る
会
議
及
び
研
修
会
等
に
議
員
派
遣
を
行
い
た
い
と
思

い
ま
す
。 

 

ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
員
派
遣
の
件
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。 

 

な
お
、
決
定
し
ま
し
た
本
件
に
つ
い
て
変
更
が
生
じ
た
場
合
の
取
扱
い
は
、
議
長
に
一
任
願
い
ま
す
。 

 

以
上
で
、
本
定
例
会
に
付
議
さ
れ
た
案
件
の
審
議
は
、
全
部
終
了
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
で
、
平
成
十
九
年
小
値
賀
町
議
会
第
二
回
定
例
会
を
閉
会
し
ま
す
。 

 

― 

午 

前 
 
 

九 

時 

五
十
四
分 

 

閉 

会 

― 

  


